
一部ユニット型施設について
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一部ユニット型施設に係る厚生労働省と自治体とのやりとり

○従来型・ユニット型混合施設に係る厚生労働省と自治体の考え方
>平成18年頃から、複数の地方公共団体より、多床室とユニット型施設の合築施設を整
備・キ旨定することが可能かどうか問い合わせを受けた。

>国としては個室ユニット型の整備を推進しているが、施設の指定権限を有しているのは
地方公共団体であることから、従来型・ユニット型の合築施設の整備口指定については、
最終的には地方公共団体の判断で行うことが可能である旨、厚生労働省から回答。

>上記の回答を受け、地方公共団体としては、介護報酬について、新設の従来型・ユ
ニット型の合築施設におけるユニット部分に対し、ユニット型の介護報酬が支払われる
ものと理解した。

>従来型・ユニット型の合築施設に係る介護報酬の考え方につき、一部の地方公共団体
からの照会を受け、基準の解釈通知の内容を確認する事務連絡を、本年3月 24日で
発出。

○「建築中」「改築」等の定義
・「建築中」「改修」「改築」「増築」等の定義については、通知上も限定しておらず、合理的な

解釈を前提に、当該施設の指定権限を有する地方公共団体の判断による。

○平成21 5月 28日 の都道府県担当課長会議資料
口「今回の緊急整備に当たって、各都道府県等において、地域の実情を踏まえて、ユニット型

施設以外の施設も含めて整備するという判断もあるものと考えている」
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ユニット型と従来型の差異について
○介護福祉施設サービス費・ユニット型介護福祉施設サービス費

要介護度 1

要介護度2

要介護度3

要介護度4

要介護度5

ユニット型と従来型のケアの内容の差 ■ 負担限度額  □ 補足給付支給額  単位 :万 円

①集団ケアと個別ケアの相違点
コ従来型 →集団ケア:施設の定めるスケジュールに利用者が合わせるスタイル
・ユニット型→個別ケア:利用者のライフスタイルに個別に対応
(参考 )「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について 第五 9」 より

職員が1人 1人の入居者について、個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を
適切に援助するためには、いわゆる「馴染みの関係」が求められる。

②①を反映した人員配置
・現状の介護・看護職員配置状況 → ユニット型 2:1/従 来型 2.4:1(平成21年「介護事業経営実態調査」より)

・介護口看護職員合わせて 昼間常時1人以上/ユニット、夜間・深夜常時1人以上/2ユニット
ロユニットケアリーダー研修受講者を各施設に2名 以上配置(2ユニット以下の施設は1人でよい)

※研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは責任者を決めておくことで足りる。

同条第2項より
「施設介護サービス費の額は、施設サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サー |

E3重t7講雹躙鶴竃墓趾塚譴暑房:新猾鴇諾著鯰瑠讐剛菫 ■

○居住費(所得段階別負担額)

ユニット型個室    従来型個室

589単イ立

660単位

730単イ立

801単位

871単位

669毒釧立

740単イ立

810単位

881単位

941単位

80単位

80単位

80単位

80単位

70単位

(参考)介護保険法

第48条第1項より
「市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(略 )を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、
設サービス等に要した費用 (略 )について、施設介護サービス費を支給する。」

当該指定施  |

ユニット型個室

1段階  2段階  3段階 ¬段階 2段階 3段階
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介 護 保 険 制 度 改 正 へ の 提 言

―要介 li雙 認定の廃 |11な ど利用什本位の制度に一

2010イ 116月  公益 rlilヽ‖法人 認気1り11の 人と家族の会

2000イ li υ)介 li隻 保険 |1川 度発足は、|1本 υ)|:i杓 |:|1劇 度グ)ル)リ リプを根本的に変える||1来 ||「

で したt)介 I:嵯 を家族だけυ)負 111か らFll会 で 支える仕利[み に転換する、必要な 負1111)

1~る 、そυ)た めに保険 |1司 度による

'9iし

い |1劇 度をつ くる、 とい うノブ向を 日本の 1叫 民が

選択 したυ)で す。「家族の会」が 1980イ liυ )発 足以 来求め続けてきた介護の F11会 fヒ が、
20イ li υ)歳 り|を 経て、ベルっとそσ)|||イこ点に ′ヾ/っ たのですぃ

具体 r:勺 に |IJl度 が発足 してそのサリ比果には確かな
「

ごたえがでらりitし たぃ わiし い |||「 代
が始 |に った と実感す ることが出来ましたり 介 |:嵯 保険 |1訓 度は、今後 1)た ゆむ ことな く

さ「)に 充実 発展 させてゆくべき||コl度 です。その ノブ向は次υ)と お りであるべ きとそえ
lk・ )^)

‐ 必要なサー ビスを、誰で 1)、 いつで 1)、 どこで 1)、 利りllで きる制度
1 わか りやすい簡潔な制度

i 財汐|:を 11度 の充実のためにイ「効に活用す る11度

νЧ 必要なl14汐|(を 、政府
:、

|′ 1治体が公 r/・Jな ノ〔任においてrifltttす る (1川 度

そυ)た めに、2012イ ltの 制度改 ||:に おいて次の とお り実方Lす るよ う提案 し,長 す。

l 要介護認定を廃 lllす る。

,員 ず :認 定か「り||1発 司
~る υ)で |「kイrく 、 ′Tら しの |||で υ)′)「嵯υ),∠、要1ザ |:か「,||1発

司
~る

ll司 サ主に1~る 1,

2 介護サー ビスの決定は、保険者を加 えた新たなサー ビス111・ 1者会議の合議に

委ねる。

3 介護サー ビス情報の公表制度は廃 lllす る。

4 介護サー ビス相lり ||の 自己負 111割 合は l制 を堅持す る。
5 ;Иりi(の 内、公費負夕i率 を 61いlに り|き 11げ る。
6 介護サー ビス和l川 者に、作業報酬を支払 うことを認める。

「家族の会」|「に、2(X)7年 ‖ り1に これまでの「要望」に代わって、初めて「提 |:・ ″、たちが,切待する介;:雙

イカ‖倹」を打サ,出 しました..その中で5つのり,:本的なみえ方及び現行|卜」度に対するりt体的な改許|サ1案をノ六しま

したて,そ して、2(X)1)イ 116り |には 11年 4り |の改定の糸占果を踏まえてその ・部を修 ||:す ると共に、時代の要|:liを

受けて財源に踏みi△み、「11福ねじ林分υ)負 11句 を盛り込んだ「2(XX)イ IJI反」を発表し上した.)2()12イ 11の改111に

|IJけた今|111のツlI:、 1サ:案はすべてこυ)「 2(X)1)イ |]1反」の Lに成り立っていまJl,

提言・私たちが期待する介護保険 2009年版 (20096発 表)

はじめに

認知り11の 人と家族υ)会 は、 11)80年の絆]茂以来、認知り11の人と家族が安心してオ午らせるネ11会 の実現を

願つて活」llJし てきました,1人 としての t「厳が
′、1:らオし、り1に本1勺 人権がイカt障 さオブこノli活を送ることは、子L幼 児
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から高齢者まで、介護を要する人もそうでない人も、国民が共通に願うことです。その願いを実現するた

めに、2009年の介護保険1綺I度改,Lの結果を踏まえて、次のように提 |:し ます。

基本的な考え方

1 認知りilが あつて1)一人暮らしで1)希望する自宅で、また施設でも安心して暮らせる制度ヘ

白
′
七やナ也域で暮らし続けたいと順う人が、ケι守らオl、 4∠ 要ヽなサービスを受けられる、イ|:宅 に、|〔 り,1き

を「lit｀ た|1刊度に改定・1~る こと,、 施設にあつても、「1宅 と「1じ ように過ごせ、一・人でりヽとりが人LJJに さオtろ

ヶァとノ
11711環 J光がイカt障 さオtる こと

2 11tり切から終末り切まで、切れ ||ない支援体lJをイ勧請すること

認知り1:υ )|ILすり1発 見・診断、初サリlυ )桐 1談 。家族への支援から終末期のケア・和餃り上で、|,(療、保健、

竹

`ね

たが緊密にi lllりちしてりJれ |lυ )なぃ支援が行わオtる体|卜 Jを (“ :↓:1‐ ること

3 認カリ1:が あつて()“笑顔"で生きられる支援体制をオ勧情すること

認知1り 1lυ )人べ場〔族がW戒・ぶ|:会に受け人オし「,オ し、褐″Jlで ,I′)せる、1ミ う、イ11'lrグ 凛椰試‖ :会参りЛIを 支援

可
~ろ

施策、|1脚 |「
|ヽ |´

υメ共lliに ル)つ た施策、lUlttυ )資ル|(づ くりなどをイri本,:白
くりに・ |‐・;~ν )る こと

4 介護に従
il「する人4・|‐のイル戊とfillイ呆のために待遇改 |キを鵬 tr灼 にIXIる こと

′)護に従 `|「する人材をイillt、

“

イ呆ヒてヽ護υ)ネ ll会化を1た現するたν)に、′)Ii雌 従 '1「 者グ)/1:活 が保障さオt、

安′とヽしてイ|:II「にlltり 組lN/1ろ にう待ill改 ||を継続白勺に|ズ |る こと

5 暮ら,しを支え_、
ノli活 を保ド詞

~る
社会保「紹,1リケヽ

イli金イミど|′ 1分の11又人でノ1141かルヽヤリ、ア|)、  1ミ ′1′「誰保険 り`‐一ヒ・スイ,ど ,午 らしにZ、 要な‐りヽ ―ヒスが不|||||で

きるネ|:会{椰 iFI"J度を確立するこ l・

6 「ヽ 村:i杓 |:を応う)のイtlllで

「
11171バ イ||:|「 li,tll l」 か 「1氏ヤ|バ ネ|lillt`tlll」 /Jヽ

「
||ヤ IIネ ||:|11'tll lJ か、 

‐
CI,1′だく 「 1再 l liネ |IJ′ よう〉υ),tlJ l」 1/)rli`ヽ

イ果「iFil刊チ1芝 であることて,′ とヽにり,`ヒ リをl liっ て
′
友′らヽしてノ

li活¬
|‐ ることができ、「遇分」で1)「過′卜」でもない

国ltυ )負 111であること

具体的な改善提案

1 イ|:七 で要′):隻 4、 5の 人が支糸r)1(度符1を′超えて利用可
~る

場合は、

`ヽ

容||′ 1己

`tll lで

はなく介II隻給イヽ1を 1認ν)

る

2 ,∠、要イ賞F方 ||ll′ )「隻υ)不
|サ ‖は||りill家族υ)イ「無にかかわらJヽ認y)る

13 i認知|り 1:があると認ν)「′れ/D場 合には、要介i性 1以 1lυ )認定とする

4 若年サリ1認知り11の人が仕
:liを

続け「,れ る、Lう 支援する体|卜Jをつくり、採サ||す る.1「

業体/ヾ ま補1り」金を支給す

る

5 1U,戊包括支援センターυ)全てに「認知り1:連携1l t｀

11者
」をli己「 :するなど、地域のコーディネー ト機関とし

て充実させ、介護保険給付実務は業務からliJ司
^

6 介護支援専llll;tが 中 アヽ、公 1ヽ4をイカtつ ことができ、質を1膏iめ、専1111Pllが 発揮できるЙ可1劇 とするて,1リ
ーービス

利り11に至るまでの利1談支援に 1,報 rllを 認める

7 介護従1「者の11金、労働条件の改涛を利精売的に1劇 るために、利川者の負111を ナ||ぺJ~こ となく、必要な対

策をi峰ずる

8 要支援 1、 要支援2t,介護保険給付の対象とし、 ■防 '1「 業は 1則1勃1で行う

9 療養病床の利用者には、|卜」度の1イF移にかかわらず、現状と1司等グ)必要な|べ療と介護を保障する

1()認知りi:の 人の 1貨り

'i院

人院時に、ホーノ、ヘルノ`一のイ、1き 添いを認めるなど対ルトの改 iキを図る

H すべての者|`道府県、政令||「に「認知り1:コ ールセンター」が速やかに設rtさ オしるよう,と、要な措rtを講ずる

12ノ lヽ 1)1模 多機能型サービスが安定して運営できるよう、Z、要な才||「
11を継続的に講ずる

13地域の家族の会など当ll「者和晰哉の活動への支援を強化する
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利用者本値を目指す

「要 鷹止』■題

新たな含意体制でサ
′
■ビス決定を

「家族の会」理事・

介護保険。社会保障 問委員会委員 田 部 丼 康 夫

‐
‐
‐
‐

機介護保険を充実発展させる立場

「家族の会Jは、2012年 の介護保険制度改正

に向けて、要介護認定の廃 ILと それに代わる手続

きを11・子とする「提言」を、6月 の総会において

決定しました。6月 21日 には厚生労働省にも申し

入れを行いました。この「提言」に対して、各方

lniか ら反応が‖1始めています。もちろん「よくliっ

た」、「日からうろこJと いった賛同の反応もたく

さんあります。しかし、中にはどうしてこんなに

感情的になるのかと思うほど冷静さを欠いた論調

や、誤解に基づく居丈高な反応も見受けられます。

改めて、この「提 F:」 の趣旨を述べます。

まず、「提言」は、次のような考え方の上に立っ

てまとめました。

1.介護保険制度を、これからも充実発展させる
べきものと位置づける

2.制度の主人公は、税金、保険料、利用料の財

源を拠出しているl■l民である

3.そ の立場が尊重され、制度が信頼され評佃1さ

れてこそ持続可能になる

この考えに基づいて、こうあってほしいという

利用者の立場からの率直な願いを具体化したのが
この「提言」です。

参現行認定制度の問題点

では、なぜその中心に、要介護認定の廃止とそ

れに代わる手続きの提案を据えたのでしょうか。

制度が発足して以来、「家族の会」は、要介護認

定は制度本体と不可分のものと理解し、より実情
に即した結果が得られるよう ‐貫して努力してき

ました。しかし、要介護認定のシステムそのもの

に限界があり、別の道を探る必要があるのではな
いかと感じたからです。

'I′

                        :

10

転換の大きな契機となったのは、2009年 4月

の要介護認定システムの改定です。

認知症にかかわる調査項||の肖1減提案から、要

介護認定の見直しに係る検証・検討会の終結まで
の一連の流れの中で、強く感じたのは次のような
ことでした。

①コンピュT7に よる判定基準は、さまざまな

意図によって恣意的に操作されていること、②そ

れによって介i斐度の客観的指標としての意義は著
しく低下したこと、③この傾向は財政の週迫を理

由にますます強まるのではないかということ、①
適切なサービスの決定には別の手続きも検討して

みる価値があること、⑤会議の中で利用者の立場
に立った意見は少なく、利用者の不1益 は利用者団

体が積極的に発言してゆくことによってしか守ら

オ■ないこと。

その結果として、「家族の会」は、検証・検富」
・

会の終結に当たって「要介護認定の廃上も含め抜

本的な見直しを図ること」を中し入れたのです。

0より利用者の実情に即した方法ヘ

そして、要介護認定に代わり、手続き的に負

担が増えることなく、より利用者の実情に即した

合理的な手続きのあり方について検討を重ねまし

た。その結果、私たちが得た結論が、「ケアマネ
ジヤー、主治医、事業者に保険者が加わった新
たなサービス担当者会議において、利用者、家族
の状況と要望を力、まえた上で、合議によって必要
なサービスの中身と頻度を決定すること」から制

度の利用が始まるとするのがもっとも合理的であ

る、ということでした。

本来の趣旨からすれば、「ヶアマネジメント会

, ●         =こ1■   ́                          ‐  .
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議」とすべきだと思いますが、イメージしやすい

ように現実に稼動している「担当者会議」という

用語を使いました。ここに保険者が加わることに

大きな意味があります。保険者も利用者の状況を

把握した_Lで必要なサービスを判断することがで

きます。同居家族がいることによリー律に訪間介

護の家事援助を認めない、などの形式的な対応を

なくすことができます。会議への参加の際の負担

も、これまで新規中請の場合には、保険者が調査

に赴くのが原則でしたから、負担が大幅に増える

ことはないはずです。

利用者も、要望がiurlら ない場合でも、その決定

の場に参加することにより制度の主人公として立

場を実感することができます。

複数の限で見て合議によって判断することによ

り、極端な恣意的要求を抑制し合理性を担保する

ことができます。また、直接状態を確認するため

現実と大きくかけ離れた結論が汁|る ことはなくな

ります。コンピュータではlo年経った今でも現

実と乖離した結論がHiて しまうことを、システム

設計者は “恥"とすべきです。

状態像を端的に表現する指標としては、介護度
に代わってこれまでも使われてきた障害高齢者自

立皮、認知症高齢者向立度を使用することができ

ます。これも合議で決めるために従来のように調

査員と主治医の結論が極端に異なる結果を欄整す
ることができます。

輸冷静で真摯な議論を

要介護認定廃lLの提案に対して、冒頭述べたよ
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うにさまざまな意見が出されています。また、介

護家族の立場からの不安や懸念も示されていま

す。新しいことが始まるときには不安や懸念が

あって当然です。私たちは制度の専Fり家ではない

ので、その全てに明確な回答をもっているわけで
はありません。特に利用者の立場からの不安や懸
念に対しては今後も真摯に検討してゆく必要があ

ります。

しかし、これまで把握している強い反対意見は

制度を持続させるために必要だという観点からの

ものであり、利用者の利益を守るために必要だと
いう意見は見受けられません。これは、2009年 4

月改定にF/1Jす る検証・検討会で受けた利用者の立
14‐ から発言してくれる人がほとんどいないという
印象とまったく一致しています。したがって、私
たちの意見に修iEを 迫るものではありません。む
しろ、過剰と思われるような反応は、逆に私たち
に確乍:を深めさせる絆i果 になっています。

要介護認定の廃 lLの提案を唐突だと感じる向き
もあるかもしれません。私たちも2009年 4月 改
定の経緯を経るまでは思い及ばなかったことです
から、無理からぬことかもしれません。また、要
介i健認定のシステム確立に携わった人たちにして
みれば、自分たちの努力を無にされたようで不快
に撃う向きもあるかもしれません。しかし、要介
護認定 lo年 の役割は認めた上でより望ましい姿
を求めての提案であることを理解していただき、
冷静で真摯な議論がなされることを希望するもの
です。               (つ づく)
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暮らしと介護保険に関するアンケートにご協力ください

今月号にアンケート調査用紙を同封していますのでこ協力をお願いします。
「家族の会」で|よ 、1981年、91年、99年と結成以来ほぼ10年ことに、暮らしと介護の実態を知るためのアンケー
トを行つてきました。今回はその4回目として行うもので、また、2012年の介護保険法改正に向けてみなさん
の意見もおFHlき します。

アンケートの結果は、これからの「家族の会」の活動や、6月の総会で決定した「提言」を普及するための貴
重な資料となります。

日々 の暮らし、介護でお忙ししヽことと思いますが、どうぞよろしくお願いします。

■アンケートの回答締め切り:9月 30日 (木 )

il回答方法 :同封の返信用封筒 (切手は不要)でお送りください。
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